
令 和 5 年 4 月 3 日              

東 北 地 方 整 備 局 
北上川ダム統合管理事務所 

＜北上川上流ダム再生事業 を推進＞ 

『開発調査課』を設置し、体制を強化 

 

○ 北上川ダム統合管理事務所では、県都盛岡市の治水安全度向上のため、四

十四田ダムおよび御所ダムの治水機能の増強を図る「北上川上流ダム再生

事業」を進めています。 

○ 平成３１年４月に実施計画調査に着手し、ダム建設に向けた綿密な調査設

計を進めるとともに、ダム周辺の環境調査を進め令和５年１月に環境影響

評価法に基づく手続き（方法書）を開始したところです。 

○ この度、下流河川事業と一体となって流域治水の基幹となる、本事業の一

層の推進を図るため、令和５年４月１日から『開発調査課』を設置し、体

制を強化することとしたので、お知らせいたします。 

［概要］ 

○ 北上川ダム統合管理事務所 開発調査課（計３名） 

開発調査係 

 開発設計係 

※なお、事務所組織体制は別紙をご覧ください。 

［所掌業務］ 

○ 北上川上流ダム再生事業に関する事業計画、事業監理、予算執行及び各

種調査・設計・検討などの業務に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［発表記者会］岩手県政記者クラブ、東北建設専門紙記者会 

［問合せ先］ 

北上川ダム統合管理事務所  ℡ 019-643-7831（代表） 
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